
国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準の一部改正について 

 

改正理由：謝金種別を追加することに伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

 

〔省略〕 

 

第３ 学術、文化講演、実験、実習又は研究指導、その他専門技能の提供を依頼した

場合、その者に支払う謝金の額は、別表１，別表２，別表３，別表４及び別表５の

とおりとする。 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 別表１～別表５（第３関係） 

 

 

別表１ 

謝金基準単価表 

   〔省略〕 

 

別表２・別表３ 〔省略〕 

 

別表４ 

現場実習等委託謝金 

〔省略〕 

 

別表５ 

連携コーディネート協力謝金 

（単価:円） 

No. 種  別 単 価 備  考 所得税の取扱 

（省略） 

27 現場実習等委託謝金  ※別表４による 所得税なし 

28 連携コーディネート

協力謝金 

 ※別表５による 所得税なし 

 

〔省略〕 

 

第３ 学術、文化講演、実験、実習又は研究指導、その他専門技能の提供を依頼した

場合、その者に支払う謝金の額は、別表１，別表２，別表３及び別表４のとおりと

する。 

２ 〔省略〕 

 

〔省略〕 

 

 別表１～別表４（第３関係） 

 

 

別表１ 

謝金基準単価表 

   〔省略〕 

 
別表２・別表３ 〔省略〕 

 

別表４ 

現場実習等委託謝金 

〔省略〕 

 

No. 種  別 単 価 備  考 所得税の取扱 

（省略） 

27 現場実習等委託謝金  ※別表４による 所得税なし 



◎本学の教職員，企業，教育委員会等学内外の関係者が多数参画する会合であっ

て，参画団体の数や構成等を勘案し，意見の調整等において専門技能の提供が

必要であると判断した場合に限る。 

◎会合の規模は１０団体を目安として区分するが，参画団体の構成や会合の重要

度等も勘案して適用区分を決定する。 

◎依頼先機関（法人）に対する支出のため所得税の源泉徴収は不要。 

 

附 則 

この基準は，令和３年３月26日から施行し，令和３年３月実施分から適用する。 

 

会合の区分 １回１名につき 

本学が開催する会合で一般的なもの（大規模） 20,000 

本学が開催する会合で一般的なもの（中小規模） 10,000 

 

 


